研修テキスト
虐待防止研修
対象：全職員　所要時間：約15分

1. 研修の目的
▍ 研修目標
· 虐待の5つの種類と、現場で起こりやすい事例を理解する
· 不適切ケアと虐待のつながり（小さな積み重ね・“慣れ”・感覚の麻痺）を理解する
· 通報義務・通報努力義務と、早期発見のポイントを理解する
· 養護者（ご家族）による虐待のサインに気づき、組織で対応できるようになる
· セルフマネジメントの視点を持ち、現場での予防意識を高める
· 自分の現場を振り返り、今日から実践できることを考える
2. 虐待の5種類（おさらい）
高齢者虐待には大きく5つの種類があります。毎年確認している内容ですが、現場では気づかないうちに不適切ケアや虐待につながることがあります。現場で起こりやすい例を交えながら、改めて確認しましょう。
▍ 5つの種類と現場で起こりやすい例

	種類
	主な内容と現場で起こりやすい例

	① 身体的虐待
	身体に痛みや苦痛を与える行為。殴る・蹴るといった暴力だけではない。
1. 無理に身体を引っ張る／急いで移乗させる
1. 無理やり食事を口へ入れる／車椅子を乱暴に扱う
1. 利用者を押さえつける／不適切な身体拘束

	② 心理的虐待
	言葉や態度によって精神的苦痛を与えること。
1. 怒鳴る／無視する／威圧的な態度をとる
1. 子ども扱いする／利用者の前で悪口を言う

	③ 性的虐待
	本人の意思に反した性的行為や、羞恥心を傷つける行為。
1. 必要以上に身体へ触れる／下半身を露出したまま放置する
1. 排泄介助時の配慮不足／人前でオムツ交換を行う

	④ 経済的虐待
	本人の財産や金銭を不適切に扱うこと。
1. 財布からお金を借りる／無断で買い物をする
1. 通帳や年金を勝手に管理する

	⑤ ネグレクト
	必要な介護や世話を行わないこと。
1. オムツ交換を後回しにする／水分提供が不足する
1. ナースコール等の要請を放置する／必要な受診を行わない
1. 訪問時に決められたケアを省略する


	【共通の視点】
· 「安全のため」「良かれと思って」でも、利用者の尊厳や権利を侵害する対応は、虐待や不適切ケアにつながる可能性がある。
· 性的虐待は、カーテン・タオルの活用・声かけ、可能な範囲での同性介助、訪問時の入室前ノックなど、小さな配慮が重要。性別だけでなく本人の羞恥心・安心感への配慮が大切。
· 経済的虐待は、職員個人が私的に金銭管理へ関わることを避け、事業所ルールや公的制度に沿って対応する。判断能力が低下している方については、成年後見制度の活用も選択肢として、ケア
マネージャーや管理者と相談していく。
· ネグレクトは「故意ではなかった」ではなく、“必要なケアが提供できていたか”という視点で振り返ることが重要。


3. 不適切ケアの防止
不適切ケアとは、虐待とまでは言えなくても、利用者の尊厳を傷つける可能性があるケアのことです。
▍ 不適切ケアの例
1. 説明せず介助する／利用者を急かす
1. 職員都合で対応する／相手を選ばず馴れ馴れしい口調で話す
1. 認知症利用者の訴えを頭ごなしに否定する／忙しくて声かけを省略する
	【不適切ケアが虐待へつながる流れ】不適切ケアは悪意がなくても起こる。
不適切ケア　→　慣れ　→　感覚の麻痺　→　虐待リスク増加
「これくらいなら大丈夫」「みんなやっている」という考えが感覚の麻痺を招く。


▍ スピーチロックに注意　※詳細は身体拘束廃止の研修動画で扱います
	「ちょっと待って！」　「立たないで！」　「座っていてください！」
こうした強い言葉での行動制限は、利用者の自由や尊厳を奪う可能性があります。


▍ サービス別「起こりやすい場面」
	サービス
	リスク
	対策のポイント

	訪問介護
	密室・他職員の目がない
	· 記録・報告で透明性を確保
· サ責への定期的な相談

	デイサービス
	送迎時の時間的余裕のなさ
	· 時間設定の見直し
· 声かけの質を保つ意識

	施設・グループホーム
	長期関係性での「慣れ」
	· 定期的な第三者チェック
· 担当ローテーション

	居宅介護支援
	家族と本人の板挟み
	· 本人の意思を常に中心に
· チームで方針を共有


※自分たちの現場では、どんな場面で起こりやすいかを職員同士で定期的に振り返ることが大切。


4. 現場で起こりやすい事例（NG・OK）
虐待5種類に紐づく現場の事例を確認します。「なぜ問題か」「どう改善できるか」を一緒に考えていきましょう。
▍ 事例①【身体的虐待】「決まりだから」と拒否を聞かないケース
	【状況】
入浴予定だった利用者が「今日はお風呂に入りたくない」と言ったが、職員が「決まっていますから」と半ば強引に脱衣・誘導した。利用者は終始無言だった。


本人の拒否を聞かずに介助を進めることは、身体的虐待にあたる可能性があります。無言は同意とは限りません。拒否の理由を確認し、時間や方法を見直しながら、チームで対応を検討することが大切です。
	NG　こんな対応していませんか？
	OK　こう変えていきましょう

	· 「決まりだから」と押し切る
· 無言を「同意」と受け取る
· 個人判断で進める
	· まず拒否の理由を確認する
· 時間や日、方法を見直す
· チームで方針を立てる

	→ 拒否のサインを「同意」と読み違えない


▍ 事例②【心理的虐待】認知症利用者の繰り返し対応で消耗するケース
	【状況】
何度も同じ質問をしてくる認知症の利用者に、最初は丁寧に答えていた職員も、夕方には「さっきも言いましたよ」と冷たい口調になっていた。


繰り返し対応による負担は誰にでも起こります。だからこそ一人で抱え込まず、職員同士で声を掛け合い、相談や交代を行うことが、不適切ケアの予防につながります。
	NG　こんな対応していませんか？
	OK　こう変えていきましょう

	· 「自分が我慢しなきゃ」と抱え込む
· 一人で対応を続ける
· 疲れていても助けを求めない
	· 短時間でも職員同士で交代する
· 「しんどい」と早めに相談する
· 一人で抱え込まず共有する

	→ 消耗は誰にでも起こりうる。組織で支える。


▍ 事例③【ネグレクト】「実施」と記録したが、本当は省略していたケース
	【状況】
人手不足の日、ある職員が口腔ケアを省略してうがいだけで済ませた。記録には「口腔ケア実施」と書いた。本人は「これくらいなら大丈夫」と思っていた。


忙しさを理由にケアを省略し、実施したように記録することは問題です。行えなかった場合は事実を記録し、上司やサービス提供責任者へ共有して、チームで対応を見直しましょう。
	NG　こんな対応していませんか？
	OK　こう変えていきましょう

	· 省略しても「実施」と記録
· 「これくらい大丈夫」と判断
· 一人で抱え込む
	· 実態をありのまま記録に残す
· 上司・サ責に共有する
· 業務量を組織で見直す

	→ 「実施」と書く前に、本当に実施できたかを問う。


▍ 事例④【経済的虐待】「ほんの一度」が常態化につながるケース
	【状況】
買い物代行を担当する職員が、利用者から「いつもありがとう」と小銭を渡され、「一度だけなら」と受け取った。その後、受け取ることが習慣化していった。


利用者や家族からの金品の受け取りは、経済的虐待につながる可能性があります。個人では受け取らず、お気持ちだけ受け取って上司へ共有することが、利用者と職員の双方を守ります。
	NG　こんな対応していませんか？
	OK　こう変えていきましょう

	· 「ほんの少しだから」と受け取る
· 一度きりのつもりが常態化
· 個人で対応・共有しない
	· 金額にかかわらず受け取らない
· 最初の一度を丁寧に断る
· 申し出があったら上司に共有

	→ 「ほんの一度」も受け取らない。それが利用者と職員を守る


▍ 事例⑤【慣れによる不適切ケア】長期関係性での“慣れ”
	【状況】
長年関わっている利用者に対し、職員が無意識にあだ名で呼んだり、家族のような口調で接していた。周囲も信頼関係があるから問題ないと感じていた。


信頼関係があっても、職員と利用者には立場の違いがあります。利用者が断りにくい場合もあるため、「他の人から見て適切か」という視点を持つことが大切です。
	NG　こんな対応していませんか？
	OK　こう変えていきましょう

	· あだ名・家族のような口調
· 「信頼関係があるから問題ない」
· 本人の戸惑いに気づかない
	· 提供する側・受ける側という関係を意識
· 本人の表情・反応を確認
· 第三者から見てどう映るか振り返る

	→ 長く関わるほど、第三者の目で振り返る





▍ 事例⑥【組織で防ぐ】同僚の不適切ケアに気づいたが、注意できなかった
	【状況】
同僚が利用者へ強い口調で接しているのが気になったが、人間関係が悪くなりそうで「見て見ぬふり」をしてしまった。


気づいていても止められないことが、虐待を深刻化させます。直接伝えにくい場合は上司や管理者へ相談し、組織で防ぐ視点を持ちましょう。
	NG　こんな対応していませんか？
	OK　こう変えていきましょう

	· 見て見ぬふりをする
· その場で直接強く注意
· 自分も完璧ではないからと黙る
	· 上司・サ責に「相談」として共有
· 委員会で課題として取り上げる
· 「最近忙しいですよね」と気にかける

	→ 個人で注意せず、組織で防ぐ



	6つの事例を確認しました。違和感を抱え込まないことが、虐待防止の入り口です。



5. 通報義務と養護者虐待の早期発見
▍ 職員側の虐待への対応・通報義務
1. 介護職員には、高齢者虐待を発見した際の通報義務・通報努力義務があります（高齢者虐待防止法）。サービス種別を問わず、すべての介護職員に関わるものです。
1. 生命や身体に重大な危険が生じている場合には、速やかな通報が必要です。
1. 虐待を疑った段階で見過ごさず、早期発見に努めることも求められています。
	“虐待か確信できなくても、相談・通報してよい”
一人で抱え込む必要はありません。


▍ 虐待対応の基本フロー
	① 発見・疑い  
② 上司・サービス提供責任者・管理者へ報告 
③ 記録・事実確認
④ 虐待防止担当者・虐待防止委員会などで原因分析・再発防止を検討
⑤ 必要時は市町村へ通報





▍ 通報先と、通報した職員の保護
1. 外部の通報先は、市町村の高齢者虐待対応窓口、または地域包括支援センターが中心です。自治体によって相談窓口や匿名相談の仕組みが異なるため、詳細は各自治体の案内をご確認ください。
1. 正当な通報を行った職員は法律で保護されており、解雇や降格などの不利益な扱いは禁止されています。
1. 通報は誰かを責めるためではなく、利用者や職員、事業所を守るためのものです。

	【セルフマネジメント】
虐待予防では、職員自身のセルフマネジメントも重要です。イライラや疲労を感じた時は「余裕がなくなっているサインかもしれない」と意識しましょう。気持ちに余裕がないまま対応を続けると、不適切ケアにつながることがあります。



▍ 養護者（ご家族）による虐待の早期発見
もう一つ目を向けたいのが、ご家族や同居人による「養護者による虐待」です。訪問介護・デイサービス・居宅介護支援などでは、利用者のご家族による虐待に職員が最初に気づく場面が少なくありません。施設でも、ご家族との関わりから見えてくることがあります。

	区分
	気づきたいサインの例

	身体面
	· 説明のつかないアザや傷
· 急激な体重減少、栄養状態の悪化

	生活環境
	· 自宅が極端に荒れている、悪臭がする
· 必要な薬や医療を受けていない
· 年金や預金が本人の意思と関係なく使われている様子

	本人・家族の様子
	· 利用者が家族の前で極端に萎縮している
· 家族の口調に強い苛立ちや拒絶が感じられる



	こうしたサインに気づいた時も、対応は同じです。一人で判断せず、上司・サ責・ケアマネージャー・管理者へ報告し、組織で対応してください。
養護者による虐待は、ご家族自身が介護に疲れて起こることも少なくありません。通報は、利用者とご家族の両方を支援につなげるための入り口でもあります。




6. 自分の現場を振り返ろう（個人ワーク）

以下の問いについて、自分の現場を思い浮かべながら記入してください。（約3分）
	Q1. あなたの現場で「起こりやすい不適切ケア」にはどのようなものがあると思いますか。具体的な場面を一つ書いてください。

	 

	Q2. 自分に余裕がなくなっている時、どのように対応したいと思いますか。相談・共有の方法も含めて書いてみましょう。

	 

	Q3. 今回の研修を通して、今後特に意識したいことを一つ書いてください。

	 



	気になったことや迷う場面があれば、ぜひ上司や同僚に相談してください。一人で抱え込まず、
チームで気づきを共有することが、虐待防止と安心できるケアにつながります。




虐待防止：確認テスト（理解度チェック）

研修内容を振り返り、以下の問いに○×で答えてください。
	No.
	設問
	答え
	正解

	1
	高齢者虐待には、身体的・心理的・性的・経済的虐待とネグレクトの5種類がある
	 
	

	2
	虐待にあたるのは、殴る・蹴るなどの「暴力」だけである
	 
	

	3
	「安全のため」「良かれと思って」であれば、本人が拒否していても身体に直接働きかけてよい
	 
	

	4
	不適切ケアは、“慣れ”や感覚の麻痺を通じて虐待につながることがある
	 
	

	5
	利用者や家族から渡された金品は、少額であれば職員個人が受け取ってもよい
	 
	

	6
	実際には省略したケアでも、記録には「実施」と書いておけばよい
	 
	

	7
	虐待を発見・疑った職員には、通報義務・通報努力義務がある
	 
	

	8
	虐待かどうか確信が持てない場合は、通報・相談してはならない
	 
	

	9
	正当な通報を行った職員は、通報を理由に解雇・降格などの不利益な扱いを受けないよう法律で保護されている
	 
	

	10
	訪問介護やデイサービスなどでは、ご家族（養護者）による虐待に職員が最初に気づくことがある
	 
	



	所属・職種
	氏名
	実施日
	確認サイン

	
	
	
	





7. まとめ
1. 虐待には5つの種類がある。身体的・心理的・性的・経済的虐待とネグレクト。暴力だけが虐待ではない。
1. 虐待は突然起こるものではない。小さな不適切ケアと“慣れ”の積み重ねが虐待につながる。日常を定期的に振り返る。
1. 悪意がなくても不適切ケアは起こる。「自分は大丈夫」と思い込まないことが最初の予防。
1. 虐待は組織で防ぐ。違和感を一人で抱え込まず、相談・共有できる環境をつくる。見て見ぬふりをしない。
1. 疑った時は、確信がなくても報告・相談する。職員による虐待もご家族による虐待も対応は同じ。
1. 通報した職員は法律で守られている。
1. スピーチロックなど、強い言葉での行動制限に注意する。
1. 自分の余裕のなさのサインに気づき、早めに相談・共有する（セルフマネジメント）。

	虐待は、特別な人が起こすものではありません。「自分は大丈夫」と思っている時ほど、気づかないうちに感覚が麻痺していくことがあります。小さな違和感を見過ごさず、一人で抱え込まないことが、虐待防止の第一歩です。これからも事業所全体で、安心して過ごせるケアをつくっていきましょう。




